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令和 7年度第 7回松江市教育委員会会議 

 

日時：令和 7年 9月 2日（火）10：00～ 

場所：教育委員会室 

出席委員：青木教育長、塩川委員、原田委員、大谷委員、金津委員 

 

1　開会宣言（青木教育長） 

○青木教育長 

本会議より、タブレット端末の利用を開始するため、利用にあたって事務局より説

明をお願いする。 

 

○加納教育総務課長 

タブレットについては、現在、市議会でもペーパーレスに向けてタブレットの導入・

活用が進んでいるところである。教育委員会としても、ペーパーレスや効率的な会議

運営に向けて、試行的にタブレットを導入したいと考えている。 

ただし、タブレットではご覧いただきにくい資料については、今後も紙資料を使用

し、タブレットと使い分けてまいりたいと考えている。 

本日も、点検評価報告書については紙資料でお配りをさせていただいているところ

である。 

前面のモニターのほうにも資料のほうは投影するため、ページの確認などにご覧い

ただければと思っている。 

操作にあたっては、ご不明な点などがある場合には、遠慮なく事務局までお声掛け

をいただければと思っている。どうぞよろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

本日、初めてのタブレット利用となるため、会議中であっても、何かあったらお気

軽に声を掛けてほしい。よろしくお願いする。 

それでは、本日の会議は、議案が 4件とその他報告案件が 2件となっている。 

本日、非公開に該当する案件はないと聞いているが、事務局、それでよろしいか。 
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○加納教育総務課長 

そのとおりである。 

 

○青木教育長 

それでは、会議規則第 2条に基づき、本日の委員会はすべて公開とする。 

また、本日もこれまでどおり議案説明者など、必要最小限の人数での対応とするこ

ととしているため、ご理解をいただくようお願い申し上げる。 

 

2　会議録の確認（令和 7年度第 1回及び 2回） 

………修正なし……… 

 

3　会議録署名者の指名（塩川委員、大谷委員） 

 

4　議事【4件】 

○青木教育長 

事務局より説明をお願いする。 

 

【議　第 13号　令和 6年度松江市教育委員会点検・評価報告書について】 

○加納教育総務課長 

議案のほうは、1ページをご覧いただきたいと思う。 

点検・評価報告書は、本日、別冊として紙でお配りをしているため、そちらのほう

も併せてご覧いただきたいと思う。 

この報告書については、教育委員の皆様や検討会議によってご意見をいただき、取

りまとめたところである。教育委員の皆様方には大変お世話になり、感謝を申し上げ

る。 

報告書の点検・評価の内容については、先般の協議会や検討会議でご説明をしてい

るため、割愛をさせていただく。 

8月 1日に開催した点検・評価検討会議については、報告書の 51ページから 52ペ

ージ、こちらのほうに概要を記載している。この中で、有識者委員の皆様方からいた

だいたご意見と教育委員会の回答についてまとめている。 



3 

また、53ページから 58ページにかけてになるが、こちらのほうに有識者委員であ

る福島委員、高橋委員、小室委員からいただいた意見書を原文のまま掲載をさせてい

ただいている。 

続いて、別冊の資料編をご覧いただきたいと思う。検討会議の際にご覧いただいた

後に、137ページからその他資料として教育委員会事務局の機構図や教育関係施設の

データなどを掲載させていただいている。 

また、146ページから 149ページ。こちらのほうには、学校に配置している各種支

援員の配置目的や配置状況の一覧、また、150ページには、教育予算の一覧表を付け

ている。 

また、こちらの資料のほうも参考にご覧いただきたいと思っている。 

報告書の説明は、簡単だが以上とさせていただく。 

本日、議決をいただけたら、9月 9日に議会へ報告をさせていただき、その後公表

したいと考えている。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問、ご意見はないか。 

 

○原田委員 

完成したということで、お疲れ様である。 

外部の先生方からもご意見があったように、やはり評価のところが納得感が足りな

いというところが毎年あると思い、私も何年か経ってくるとだんだん分かってくるた

め、この点検・評価報告書の読み方が分かってくるというか、その評価の仕方に関し

ても納得がいく感じがするのだが、新しく来られる外部の先生から見ると、やはり同

じことを毎回言われるということは、やはりパッと見たときに納得感が足りないとい

うところだろうというように感じる。そこはまだ検討事項ではあると思うため、その

評価指標もだが、それに対しての実績のところで、それをどう言葉で表すかというと

ころ辺りも検討だと思っているため、また今後ともよろしくお願いする。 

 

○加納教育総務課長 
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今回、有識者委員の方から、「どうしても指標の設定ができないものについて工夫を」

というようなご指摘を 2名の委員さんからいただいているため、その点については、

何か指標がないかという検討もするが、それが難しい場合は、何かの評価のところで

少し丁寧に文言を加えたいと思っている。 

また、学力の評価のところは、毎年委員の皆様からご指摘をいただいており、どう

しても総合計画の指標を使っているところもあるが、その点についても、年度途中の

ところで、少し来年に向けて検討を行いたいと思うため、どうぞよろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

ほかにあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 13号については、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

議第 13号は承認をされた。 

 

【議　第 14号　令和 7年度松江市一般会計補正予算（第 2号）（教育予算）の調製依頼に

ついて】 

○加納教育総務課長 

議案は 2ページのほうからになる。 

このたび市長に調製依頼をする補正予算についてご説明をする。具体的には、議案

の 4ページのほうをまずご覧いただきたい。 

こちらのほうに概要を掲載している。歳出の件数で申し上げると、物価等高騰対策

に関するものが 1件、その他が 4件となっている。 

はじめに、歳出についてご説明する。議案は 6ページをご覧いただきたい。 

まず、①小中一貫教育推進事業費〈幼小連携・接続基盤整備事業費〉は、5歳児か

ら小学 1年生の架け橋期における教育の充実を図り、生涯にわたる学びや生活の基盤

をつくるため、島根県の委託事業を活用し、幼小連携のあり方を検討するため、補正

をするものである。 

②ICT活用教育推進事業費は、令和 7年度当初予算で電子黒板の更新に係る費用と

して機器リースに係る費用を予算化していたが、令和 7年 4月にデジタル活用推進事
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業債が新設をされ、有利な起債を利用し電子黒板を購入することにより、本市負担を

縮減することができるようになったため、調達方法をリースから購入に切り替えるこ

ととし、そのために必要な経費を増額補正するものである。 

次に、③学校施設整備維持補修費は、美保関小学校の職員駐車場として主に利用し

ている未舗装の駐車場について、雨天時には水たまりなどが発生し、乗り降りが困難

となる状況が生じていることから、アスファルト舗装をするものである。 

④学校給食施設整備費〈鹿島給食センター整備費〉は、鹿島給食センターの電気式

回転釜の故障に伴い更新をするものである。 

次に、⑤学校給食費支援事業費（物価等高騰対策事業）は、学校給食用牛乳の価格

が前年度から大幅に上昇していることから、牛乳仕入価格と現行給食費の牛乳費分と

の差額を支援するため、増額補正するものである。 

歳出の説明は以上である。 

続いて、5ページのほうをご覧いただきたい。こちらのほうで歳入についてご説明

する。 

①幼小連携・接続基盤整備事業委託金は、歳出で説明した幼小連携・接続基盤整備

事業費に充当する県委託金を計上するものである。 

②企業版ふるさと松江寄附金は、はたちの集い開催事業のため、寄附金を受け入れ

るものである。 

③企業版ふるさと松江寄附金は、移動図書館車更新のため、寄附金を受け入れるも

のである。 

④駐車場整備事業は、歳出で説明した学校施設整備維持補修費に充当する市債を計

上するものとなっている。 

⑤学校給食施設整備事業は、歳出で説明した鹿島給食センター整備費に充当する市

債を計上するものである。 

⑥学校 ICT整備事業は、歳出で説明した ICT活用教育推進事業費に充当する市債

を計上するものとなっている。 

次に、7ページをご覧いただきたい。こちらのほうは債務負担行為となっている。 

①児童クラブ管理運営事業は、鹿島東児童クラブを令和 8年度から新規開設するた

めに、指定管理者を今年度中に指定するため、令和 8年度から 9年度を期間とする債

務負担行為を設定するものである。 
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②スクールバス運行事業は、古江地区及び秋鹿地区のスクールバスを令和 8年度当

初から運行するために、今年度中に契約業者を選定する必要があるため、令和 8年度

から 10年度を期間とする債務負担行為を設定するものである。 

③外国語指導助手配置事業は、市立小・中・義務教育学校及び皆美が丘女子高等学

校への外国語指導助手派遣について、現行契約が今年度末で満了することから、令和

8年度以降の派遣業務委託契約を今年度中に締結する必要があるため、令和 8年度か

ら 10年度を期間とする債務負担行為を設定するものである。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問やご意見はないか。 

 

○塩川委員 

2点だけ。1点は、小中一貫教育推進事業、新たな県からの委託ということで、新

しい事業と聞いているが、松江市教委としては、今までも幼小連携等に力を入れてや

っておられたと思うが、この新しい事業委託を受けて調査研究ということだが、具体

的にはどういう、今までと違った調査・研究が行われるのか。もう 1点は、学校給食

についてであるが、高騰する牛乳についての対応ということだったが、お米の高止ま

りというか、まだまだ続いているのだが、米飯への影響等、対応というか、その辺り

も少しお聞きしたいと思うが、よろしいか。 

 

○川上副教育長 

幼小連携・接続基盤整備事業については、私からご説明する。 

そもそものきっかけは、これは教育委員会会議でもご説明を以前しているが、昨年

度 9月、10月のところで、生徒指導推進室が不登校に係わるアンケート調査を行った。

その質問項目の中で、こどもにも保護者にも同じ質問内容でとったものがいくつかあ

ったのだが、その中で、「いつごろから学校に行きにくくなったか」という質問があっ

たと思う。 

この回答で、断トツで「小学校 1年生から」と答えた回答が、ほかの学年に比べる

と 2倍、3倍の値であった。もちろん小学生になるということイコール不登校、ある
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いは不登校傾向を生むということではないが、明らかにそこに段差があるということ

が推定できるということである。 

ご承知のとおり、平成 25年度に保幼小接続カリキュラムというものを策定して、

幼小連携については進めてきてはいるが、やはりそこの段差というのが不登校等に関

する世の中の考え方が変わってきたこと、そのほか様々な要因で、結局、以前小 1プ

ロブレムと言われていたころの状況のままというか、あるいは見た目は変わっていな

いが中身が違っているかもしれない。 

そこで、何とかそこの段差を解消していきたい。そして、解消するだけではなくて、

やはりスムーズに接続したあと、中学校、高等学校、大学、その他の学校へと連続し

た学びを豊かにしていく。その入り口として、小学校 1年生の教育は大事であろうと。 

ただ、みなさんご承知のとおり、松江市においては、過去最悪の教員不足の状況で、

小学校は新たな取り組みをすることがなかなか難しい状況である。そこで、実際に学

校訪問をすることで、学校のそのような背景も含めて調査をし、教員不足の今の状況

であっても何かできることはないか、上手くいっている事例を好事例として紹介した

り課題を分析して、大きなことに取り組まなくても、少し視点や考え方を変えるだけ

で幼小連携の今の状況は改善していくのではないかというように考えている。 

本来だと 4月、理想的なのは入学式の翌日、1年生が登校班と一緒にやってくる初

日である。この日から実際に学校訪問をして、1学期のいわゆる架け橋期のスタート

カリキュラムと言われる小学校教育にアプローチしていく。そこで実態把握をしてい

くというのが理想的ではあるが、今回、この県の委託の正式な打診があったのが 6月

になってからである。そういうこともあり 9月補正。 

来年度、もし予算等が許せば、継続して 4月以降もやってみたいと思うし、もしそ

れが難しくても、今年度中に教育委員会とこども子育て部のほうで「架け橋プログラ

ムの手引き（松江市版）」、もちろん県も国もそのようなものをつくっているが、先ほ

ど申し上げたような教員不足が著しい松江市の状況を反映したものではない。 

そのため、そのプログラムにこの学校訪問等で得た情報を反映させていく。同じよ

うな体制が来年度取れなくても、これまでやってきた幼小連携の管理職研修、あるい

は担当者研修等を通して、その手引きや半年間学校訪問をして得た情報等を使って幼

少連携、新たなステージへ一歩でも半歩でも進めていきたい。そういう思いでの事業

である。 
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説明は以上である。 

 

○村松学校給食課長 

学校給食費のご質問であるが、まず、牛乳については先ほどご説明したとおりであ

り、今年度、仕入価格と給食費の牛乳費相当分の差額が、小中学校だと 5円余りであ

る。 

こちらについては、今年度いっぱいの支出見込みを計上させていただき、この 9月

議会のほうに計上させていただく予定としているため、牛乳のほうは年度いっぱいの

値上げのこともないというように確認を取っている。 

そのため、牛乳のほうはこれで大丈夫だと思っているのだが、先ほどの米の価格に

ついては、6月議会で承認をいただいたところであるが、米の価格については、年度

の途中で新米に変わる時期、11月なのだが、価格の見直しが必ず毎年ある。 

6月のほうで要求させていただいた中身については、後半の 11月以降の価格につい

て試算をして、確定した金額ではないが、見込みとして計上をさせていただいている

ため、それも年度いっぱいの高騰分に対する支援策として出させていただいているが、

一昨日くらいに報道でもあったように、米の価格、概算金が公表された。 

給食で使用しているのは「きぬむすめ」という銘柄の米を使わせていただいている

が、この価格が 2万 8,000円という金額が公表された。この金額も含めてであるが、

6月のところで試算したときに、その上昇分もある程度概算金がいくらになるかとい

うところも踏まえて計算をしていたが、多分その金額については、今回の公表の価格

よりも少し低い金額と想定される。 

ただ、前半の 10月までの仕入れの米も残っている状態であるため、後半の金額は

10月の中旬ぐらいに、また県のほうから 1kg当たりいくらということが示されると

思う。 

正式にはそこの金額を見ながら、下期の金額が足りるかどうかというところを精査

していかなければいけないと思っているが、前半の余りの部分もあるため、後半の部

分は納入の調整もしながら収支を注視していきたいと、このように思っている。 

以上である。 

 

　○塩川委員 
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今、週 5日の授業日のときに給食提供されていると思うが、以前は米飯が週に 2回

ぐらいだったと思う。それが減るとか、そういう状況ではないということか。 

 

○村松学校給食課長 

現在の今年の主食の提供回数というのは、年度初めに業者のほうにも伝えており、

今年度、その回数を調整するということは今のところは考えていない。 

 

○青木教育長 

ほかにあるか。 

 

○大谷委員 

直接関係ないことで申し訳ないのだが、先ほどの塩川委員からのご質問で、川上副

教育長が説明された不登校の 1年生が非常に多いというところの理由も、これから学

校訪問によって明らかにしていかれるということになる。理由がもし少し分かってい

たら教えていただきたい。よろしくお願いする。 

 

○川上副教育長 

不登校の理由については、もし直接的に何か学校に行きにくさが既にあるというこ

どもたちには、学校訪問の中でヒアリングが可能であれば聞いてみようと考えている。 

ただ、今、幼小連携のところで 1つ、やはりこの事業であるため、やはり小学校教

育と幼児教育のスタイル、環境を通して学ぶ幼児教育から、基本的には入学式のその

日から椅子に座った生活で教科学習をしていく。そこには時間の枠、場所の枠、様々

な、幼児教育時代には緩やかな枠、あるいは枠がなかった時代から様々な枠がある中

で、やはりそこに上手く順応しにくいというものはあると思う。 

そのため、やはり生活科という教科、これがキーになる教科だと思うのだが、幼児

教育で学んできた環境を通してというか、遊びを通した学びのスタイルを生活科中心

に取り入れながら、緩やかなカリキュラムにしていく。 

これはもう既にスタートカリキュラムが整備されており、学校は取り組まれている

が、先ほど申し上げた平成 25年度辺りにつくったものである。今のこどもたちのペ

ースに合っているのかどうかというところも検証をしてはいないと思う。学校によっ
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てはマイナーチェンジしているところはあるかもしれないが、やはり学びのスタイル、

学校生活のスタイル、あるいは学校によっては 1つの幼児教育施設から 1人だけ行く

ようなこどもたちも多数いる。乃木小学校や近くの内中原小学校だと何十園からやっ

て来るわけである。そのようなところでのハードル、そういうのもあると思う。 

ご承知のとおり、文部科学省等も出している不登校の背景や理由については、様々

な理由が考えられる。学校だけではなくて、家庭環境であるとか、そういう様々なも

の。さらにそれが複合的に絡み合っているというような状況もあるため、もしインタ

ビューの中で「こういう気持ちでいるのか」ということも分かれば、1つのヒントに

なるのかなと思っている。 

 

○大谷委員 

大変参考になった。学びのスタイルが幼少で変わるというのは昔からのことで、こ

こへ来て特に不登校率が上がっているというのは、色々な生活環境だったり、こども

の様子が変わったり、諸々のことが今おっしゃったとおりで関わっていると思うため、

本当に深刻な問題であるため、ぜひ。 

今、ちょうど私、たまたま通級のことに関わっているのだが、やはり通級の問題も、

当事者に聞くのもそうなのだが、そこを卒業した人たちが振り返って、例えば 1年生

辺りに聞いてもなかなか言語化しにくいところがあって、しかし、過去に不登校であ

った、もしくは今は不登校だが、1年生のときはこういう気分であったということが、

ほかのインタビューのときに、振り返っての意見がとても参考になるため、多分そう

いうことはしておられると思うが、ちょうど今関わっていたためお話させていただい

た。ぜひ色々改善していただけたらと思う。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 14号については、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

議第 14号は承認をされた。 
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【議　第 15号　（仮称）湖北学園グラウンド整備工事の請負契約締結に関する議案の調

製依頼について】 

○青木教育長 

なお、金津委員においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第 6

項の規定により、「教育委員は、自己、配偶者もしくは 3親等以内の親族が従事する

業務に直接の利害関係がある事件については、その議事に参与することができない」

と定められていることから、この議案の審議から除籍をする。金津委員は退席をお願

いする。 

それでは、事務局より説明をお願いする。 

 

○加納教育総務課長 

議案は 8ページのほうをお願いする。（仮称）湖北学園グラウンド整備工事の請負

契約締結に関する議案について、松江市長に調製依頼をするものである。 

続いて、9ページのほうをご覧いただきたい。今回、工事請負契約を締結するのは、

現在の湖北中学校東側に取得した用地に湖北学園のグラウンドを整備する工事となっ

ている。200mトラックや 100m直送路、テニスコートなどを整備することとしてい

る。 

契約方法は一般競争入札で、契約金額は 3億 7,587万円。 

契約の相手方は、カナツ・佐藤組・庭の川島特別共同企業体となっている。 

入札参加者は 2事業者で、落札率は 99.5%となっていた。 

なお、このグラウンド整備工事は、令和 7年度、8年度の 2ヵ年で実施をすること

としている。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問ごや意見はないか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 15号については、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

議第 15号は承認をされた。 
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金津委員の除籍を解除する。金津委員、お入りいただきたい。 

 

【議　第 16号　竹矢公民館建設（建築）工事の請負契約締結に関する議案の調製依頼に

ついて】 

○岸本生涯学習課長 

議案は 10ページ、11ページをお願いする。この議案は、竹矢公民館建設（建築工

事）の請負契約締結に関する議案について、松江市長に調製依頼するものである。 

契約の目的は、竹矢公民館の建設（建築）工事施工のためで、工事概要であるが、

既存の竹矢公民館を解体した後、現地建て替えを行うもので、新公民館について、鉄

骨造平屋建て、延べ面積約 624平方メートルを整備するものである。 

契約の方法は一般競争入札で、令和 7年 8月 1日に実施しており、入札参加者は 1

事業者で、入札回数は 1回。契約金額は 3億 1,658万円である。落札率は 98.18%。

契約の相手方は大前組・深田建設特別共同企業体である。 

工事の工期の期間であるが、議決のあった日の翌日から令和 9年 1月 15日までと

なっている。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問やご意見はないか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 16号については、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

議第 16号は承認をされた。 

 

5　その他報告【2件】 

　○青木教育長 

事務局より説明をお願いする。 

 

【その他報告（1）　議会の委任による専決処分の報告について（松江市立揖屋小学校校

舎長寿命化改良（建築）工事の請負変更契約締結】 
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○加納教育総務課長 

議案の 12ページをお願いする。松江市立揖屋小学校校舎長寿命化改良建築工事の

請負変更契約について、専決処分を行ったため、議会へ報告するものである。 

地方自治法の規定により、予定価格が 1億 5,000万円以上の工事請負契約を締結す

る場合は、議会の議決に付さなければならないとなっており、本工事については、契

約金額が 9億 3,390万円だったため、令和 6年 7月 3日に議会の議決を受け、契約を

締結している。 

その後、外壁塗装の変更などにより、工事費が 963万 500円増額となり、増額後の

契約金額が 9億 4,353万 500円となる変更契約について、令和 7年 2月 21日に締結

しているところである。 

議会の議決を受けた契約案件については、同じく地方自治法等の規定により、契約

変更の金額が元の契約金額の 10分の 1を超えず、かつ 1,000万円以下の軽微な変更

であった場合は、市長が議会に代わって決定することができ、それを議会に報告しな

ければならないとなっているところである。よって、今回、直近の議会である 9月議

会において報告するものとなっている。 

議案は、13ページをご覧いただきたい。契約変更は令和 7年 6月 26日に行ってお

り、教室の床仕上げの変更などにより、工事費が 990万 3,300円増額となり、増額後

の契約金額が 9億 5,343万 3,800円となったものである。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問やご意見はないか。 

 

○原田委員 

揖屋小が全部完了するのはいつなのか。 

 

○加納教育総務課長 

揖屋小学校の長寿命化の工事は、今年度いっぱいで完了することになっている。た

だし、来年度は揖屋小の裏の法面の工事は引き続き行うが、校舎のほうは今年度で完

了する。 
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○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【その他報告（2）　指定管理者の指定について】 

○岸本生涯学習課長 

議案は一番最後のページ、14ページに掲載している。公の施設の指定管理者の指定

については、地方自治法第 244条の 2、第 6項の規定により、あらかじめ議会の議決

を経なければならないとなっているため、9月議会において提案するものである。 

まずはじめに、公設児童クラブの現状についてご説明をする。現在、公設児童クラ

ブは 41クラブあり、運営については 29団体を指定管理者として指定している。その

29団体のうち、各地区の運営委員が 27団体、社会福祉法人が 1団体、株式会社が 1

団体となっている。 

選定方法は、38クラブが非公募、3クラブが公募となっており、指定期間は令和 7

年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までとなっている。 

そして、このたび新たに設置をするのは鹿島東児童クラブである。これまで鹿島東

小学校区には公設児童クラブがなかったが、令和 6年度に PTA等の設置要望を受け、

このたび令和 8年 4月に開設するものである。 

選定方法は公募とし、令和 7年 5月 30日から 7月 18日まで公募を行い、応募のあ

った 1団体、社会福祉法人開花を指定管理者として指定するものである。 

指定の期間は、令和 8年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの 2年間である。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問やご意見はないか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 
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6　次回教育委員会会議の予定 

【令和 7年度第 8回教育委員会会議】 

日時：令和 7年 10月 28日（火）10時～ 

場所：教育委員会室 

 

7　その他 

○青木教育長 

事務局から何かあるか。 

 

　○加納教育総務課長 

本日、会議で初めてタブレットを利用して進行させていただいた。委員の皆様、操

作状況や何かご意見があれば、今後の参考にさせていただきたいと思うため、お願い

させてほしい。 

使いやすかった点や何かこのようにもう少し工夫をというようなことがあれば、ぜ

ひお願いする。 

 

○青木教育長 

タブレット端末の利用について、率直なご意見、ご感想、何でもよろしいのだが。 

 

○金津委員 

岡野さんに事前報告していただいたときにも申し上げたが、事前にデータをいただ

けるとありがたいかなと。それから、自分の PCで良いのであれば、私に関してはタ

ブレットはあまり必要としていなくて、書き込みができるということで自分の PCで

データに書き込みができると良いと思っているため、私に関してはそういう感じであ

る。タブレットは非常に見やすくて良いと思う。 

 

　○塩川委員 

今後、私が一番ご迷惑をかけると思うが、ドキドキで初めて使わせていただいた。

今の時代に沿ったというか、とても効率的というか、事務局の色々な省エネにもつな

がるのではないかと思う。 
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ただ、いつも事前説明をしていただいているが、そのときには私たちの事前説明用

として紙ベースでいただけると良いかなと。そのときに色々アンダーラインを引いた

り、書き込みをしたりできるため、よろしくお願いできればと思う。 

 

○原田委員 

私も金津委員と一緒で、データをもらって自分のパソコンでのほうがやりやすい。 

あとは、あそこに電子黒板を出してもらったのがすごく良いと思って、今日は議案

の中で何もなかったのだが、例えば「ボタンねっと」だとか、ネット上で色々動いて

いるものがあったときに、あそこですぐ「こういうものである」と見せてもらうと良

い。 

あとは、この文書もデータ化されていたらリンクが貼ってあって、そこの詳しい説

明もネット上にあるみたいな感じでリンクをピッとしたら見られる感じでやってもら

うと、色々と詳しく知られて良いなというように思った。 

 

○青木教育長 

ほかによろしいか。 

 

○金津委員 

原田委員が言われたとおり、そこにこれを映す意味をあまり感じていなくて、何か

そういう補足でパッと示してもらうのをそういうところに利用してもらえると良いな

というのは思う。 

 

○加納教育総務課長 

貴重なご意見、色々感謝する。モニターの活用や、また、事前説明の仕方について

も、委員の皆様方のご希望に添えるように検討してまいりたいと思うため、感謝する。 

 

○青木教育長 

皆様から貴重なご意見を頂戴し、感謝する。 

 

8　閉会宣言（青木教育長）


